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いつもお世話になっております。

花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。

新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

目次

2025年4月の税務

事業の成績表の分析で利益を多く残す工夫につなげましょう

新NISA利用者の７割超が利益

2025年4月の税務

4月10日

●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日

●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4月30日

●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

●2月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人

事業所税）・法人住民税＞

●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・

地方消費税＞

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税

＞

●8月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税＞（半期分）

●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告＜

消費税・地方消費税＞

●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間

申告（12月決算法人は2ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞



○軽自動車税(種別割)の納付（4月中において市町村の条例で定める日）

○固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付（4月中において市町村の条例で定

める日）

○固定資産課税台帳の縦覧期間（4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限

のいずれか遅い日以後の日までの期間）

○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出（市町村が固定資産の価格を登録

したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで

の期間等）

事業の成績表の分析で利益を多く残す工夫につなげましょう

◆決算書＝事業の成績表を分析してますか？

　決算書は一年間の事業の成績表です。個人事業の場合は暦年決算なので、１～

２月頃には前年の成績表ができているでしょう。決算書をどう見ていますか。単

に前年より増えた減っただけで終わっていませんか。

　もう少しだけ比較対象を拡げ、同規模の同業他社と比べ、自社の強みと弱みを

しっかりと認識するところまで、決算成績表を活用してみませんか。

◆自業種での適正な原価率・人件費率等は？

　飲食店経営の場合を例にします。「食材費」と「人件費」の「売上高」に占め

る割合を「FL比率：F＝Food、L＝Labor」といい、一般的にFL比率の適正値は60

％以下といわれています。FL以外の経費（店舗家賃、水道光熱費、機器のリース

料など）が30％超えることが多いため、FL比率が70％を超えてくると、利益がほ

とんど残らなくなり、立ち行かなくなります。そのため、飲食店経営においては

、FL比率を常に把握し、改善をしてゆくことが、経営を安定させることにつなが

ります。

◆利益増は売上増か経費の削減

　利益増には、売上を増やすか、経費を減らすか、その両方かということになり

ます。

　売上＝客数×客単価です。あなたのお店で客数・単価を増やすには、どんな方

法がありそうですか。座席数を増やせないか、回転率を上げられないか、客単価

を増やすには何か策がないか等々、検討し実行すべきアイデアがいくつか出てく

るでしょう。

　経費の削減については、食材費の質を落とすと客離れにつながるので、ムダが

ないかの検証が必要です。同じ食材でも購入方法いかんで仕入額が高くなってい

ませんか。業務卸店で仕入れるのではなく、面倒だからといって近所のお店で一

般消費者と同じ値段で購入などしていませんか。食材ロスの減少はできそうです

か。また、常連客へのサービスとして盛りを大きくして原価増となっていません

か。こうしたものがあれば即見直しが必要です。

　人材配置も過剰に心配して厚く集めすぎていませんか。効率的な動き方の業務

マニュアルの作成などでムダな人件費の発生の抑制も目指しましょう。

　数字を比較・分析して、いろいろな工夫をし、多くの利益が残るような成果に

つなげてください。



新NISA利用者の７割超が利益

　日本証券業協会はこのほど「新NISA開始１年後の利用動向に関する調査結果（

速報版）」を公表しました。調査によると、2024年に新NISAで利益が出たひとの

割合は「成長投資枠」で70.2％、「つみたて投資枠」で82.8％でした。

　NISAは株や投資信託の利益・配当にかけられる約20％の税金がゼロになる制度

で、24年に仕組みが大幅に見直されました。新しい制度（新NISA）には「成長投

資枠」と「つみたて投資枠」が設けられ、それまでの〝枠〟とは異なり両方の枠

で同時に投資ができます。年間投資額も拡充され、成長投資枠が従来の２倍の年

間240万円、つみたて投資枠は３倍の同120万円となり、併用すれば年間360万円

の投資が可能となりました。保有限度額や非課税で保有できる期間も拡充されて

います。

　今回の調査によると、24年に新NISAで金融商品を購入した調査対象者7610人の

平均購入金額は103.3万円でした。利用者の年収は300万円未満が39.7％、300万

円～500万円未満が27.7％、500万円～700万円未満が17.1％、700万円～１千万円

未満が10.0％、１千万円以上は5.6％でした。

　成長投資枠での投資でプラスとなったひとの割合は70.2％、マイナスは12.2％

。つみたて投資枠ではプラスが82.8％、マイナスが2.3％でした。

　購入銘柄のタイプは、成長投資枠では「日本国内株式」が48.8％で最多。「日

本含む投資信託（インデックス型）全世界株式」が13.1％、「投資信託・日本国

内株式、債券、REIT」が3.2％などでした。つみたて投資枠では「日本含む投資

信託（インデックス型）全世界株式」が36.8％で最多。「日本除く投資信託（イ

ンデックス型）全世界株式」が18.5％、「投資信託・日本国内株式、債券、REIT

」が5.6％などとなっています。

＜情報提供：エヌピー通信社＞
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